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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙幣の入出金を行う入出金部と、
　紙幣を格納する紙幣格納部と、
　利用者からの入力を受け付ける入力部と、
　前記各部を制御する制御部と、
　前記制御部の処理に必要な情報を記憶する記憶部と、を備え、
　前記入出金部は、前記入力部が受け付けた利用者の取引要求に応じた額の紙幣を紙幣格
納部から出金し、前記出金した紙幣の少なくとも一部の前記入出金部への再投入を取引終
了前に受け付け、
　前記制御部は、前記紙幣格納部に格納されている紙幣であって、正券と判定された紙幣
を選択し、
　前記入出金部は、前記再投入された紙幣に相当する額の前記選択された正券を出金し、
　前記記憶部は、前記入出金部から出金した紙幣であるか否かを識別する出金紙幣識別情
報を記憶し、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶された前記出金紙幣識別情報に基づいて、前記再投入
された紙幣が該紙幣類取引装置から出金した紙幣であるか否かを判定し、
　前記入出金部は、前記再投入された紙幣に相当する額の正券を出金することを特徴とす
る請求項１に記載の紙幣類取引装置。
【請求項２】
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　前記紙幣格納部は、新券を格納する新券格納部を含み、
　前記入出金部は、前記再投入された紙幣に相当する額の、前記新券格納部に格納されて
いる新券を出金することを特徴とする請求項１に記載の紙幣類取引装置。
【請求項３】
　紙幣類取引装置の利用者を認識する認識部を備え、
　前記制御部は、取引終了前で前記認識部が利用者の存在を認識している間は、前記出金
した紙幣の再投入を受け付けることを特徴とする請求項１に記載の紙幣類取引装置。
【請求項４】
　前記入出金部に入金された紙幣の情報を取得するセンサと、
　前記センサが取得した情報に基づいて、少なくとも前記紙幣の正損を鑑別する鑑別部と
、を備え、
　前記鑑別部は、前記紙幣格納部に格納されている紙幣が正券か否かを判定することを特
徴とする請求項１に記載の紙幣類取引装置。
【請求項５】
　前記鑑別部は、前記再投入された紙幣の損券度を判定し、前記判定した損券度に基づい
て、正券か否かを判定するために用いる正損判定用パラメータを変更し、
　前記記憶部は、前記正損判定用パラメータを記憶し、
　前記制御部は、前記正損判定用パラメータに基づいて、前記紙幣格納部に格納されてい
る紙幣が正券か否かを判定することを特徴とする請求項４に記載の紙幣類取引装置。
【請求項６】
　前記入力部は、利用者の認証情報を取得し、
　前記鑑別部は、前記利用者の認証情報毎に、前記正損判定用パラメータを変更し、前記
記憶部に記憶させることを特徴とする請求項５に記載の紙幣類取引装置。
【請求項７】
　通信回線を介して共有サーバに接続されており、
　前記利用者の認証情報毎に前記正損判定用パラメータを、通信回線を介して前記共有サ
ーバに記憶させ、
　前記共有サーバに記憶された利用者の認証情報毎に正損判定パラメータを、前記通信回
線を介して取得することを特徴とする請求項６に記載の紙幣類取引装置。
【請求項８】
　紙幣をクリーニングするクリーニング部を備え、
　前記入出金部は、前記再投入された紙幣のうち前記クリーニング部によってクリーニン
グされた紙幣を、正券として出金することを特徴とする請求項１に記載の紙幣類取引装置
。
【請求項９】
　紙幣の入出金を行う入出金部と、紙幣を格納する紙幣格納部と、利用者からの入力を受
け付ける入力部と、前記各部を制御する制御部と、前記制御部の処理に必要な情報を記憶
する記憶部と、を備えた紙幣類取引装置に、
　前記入力部が受け付けた利用者の取引要求に応じた額の紙幣を紙幣格納部から入出金部
に出金させる第１の手順と、
　前記出金した紙幣の少なくとも一部の前記入出金部への再投入を取引終了前に受け付け
る第２の手順と、
　前記紙幣格納部に格納されている紙幣であって、正券と判定された紙幣から、前記再投
入された紙幣に相当する額の紙幣を前記入出金部に出金させる第３の手順と、
　前記入出金部から出金した紙幣であるか否かを識別する出金紙幣識別情報を記憶する第
４の手順をさらに実行させ、
　前記第３の手順は、前記記憶部に記憶された前記出金紙幣識別情報に基づいて、前記再
投入された紙幣が該紙幣類取引装置から出金した紙幣であるか否かを判定し、前記再投入
された紙幣に相当する額の正券を前記入出金部に出金させることを特徴とする紙幣類取引
プログラム。
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【請求項１０】
　前記紙幣格納部に新券を格納する新券格納部を含む紙幣類取引装置において実行される
紙幣類取引プログラムであって、
　前記第３の手順は、前記再投入された紙幣に相当する額の、前記新券格納部に格納され
ている新券を前記入出金部に出金させることを特徴とする請求項９に記載の紙幣類取引プ
ログラム。
【請求項１１】
　紙幣類取引装置の利用者を認識する認識部を備える紙幣類取引装置において実行される
紙幣類取引プログラムであって、
　前記第２の手順は、取引終了前で前記認識部が紙幣類取引装置の利用者の存在を認識し
ている間は、前記出金した紙幣の再投入を受け付けることを特徴とする請求項９に記載の
紙幣類取引プログラム。
【請求項１２】
　さらに、前記入出金部に入金された紙幣の情報を取得するセンサと、前記センサが取得
した情報に基づいて、少なくとも前記紙幣の正損を鑑別する鑑別部と、を備える紙幣類取
引装置において実行される紙幣類取引プログラムであって、
　前記第３の手順は、前記鑑別部に前記紙幣格納部に格納されている紙幣が正券か否かを
判定させ、正券と判定された紙幣から、前記再投入された紙幣に相当する額の紙幣を前記
入出金部に出金させることを特徴とする請求項９に記載の紙幣類取引プログラム。
【請求項１３】
　前記再投入された紙幣の損券度を判定し、前記判定した損券度に基づいて、正券か否か
を判定するために用いる正損判定用パラメータを変更し、前記正損判定用パラメータを記
憶する第５の手順をさらに実行させ、
　前記第３の手順は、前記正損判定用パラメータに基づいて、前記紙幣格納部に格納され
ている紙幣が正券か否かを判定し、正券と判定された紙幣から、前記再投入された紙幣に
相当する額の紙幣を前記入出金部に出金させることを特徴とする請求項９に記載の紙幣類
取引プログラム。
【請求項１４】
　利用者の認証情報を取得する第６の手順と、
　前記利用者の認証情報毎に、前記正損度判定用パラメータを変更し、記憶する第７の手
順と、をさらに実行させることを特徴とする請求項１３に記載の紙幣類取引プログラム。
【請求項１５】
　通信回線を介して共有サーバに接続し、前記利用者毎の前記正損度判定用パラメータを
、通信回線を介して前記共有サーバに記憶させる第８の手順と、
　前記共有サーバに記憶された利用者毎の正損度判定パラメータを、前記通信回線を介し
て取得する第９の手順と、
　をさらに実行させることを特徴とする請求項１４に記載の紙幣類取引プログラム。
【請求項１６】
　さらに、紙幣をクリーニングするクリーニング部を備える紙幣類取引装置において実行
される紙幣類取引プログラムであって、
　前記第３の手順は、前記再投入された紙幣のうち前記クリーニング部によってクリーニ
ングされた紙幣を正券として前記入出金部に出金させることを特徴とする請求項９に記載
の紙幣類取引プログラム。
【請求項１７】
　紙幣の入出金を行う入出金部と、紙幣を格納する紙幣格納部と、利用者からの入力を受
け付ける入力部と、前記各部を制御する制御部と、前記制御部の処理に必要な情報を記憶
する記憶部と、前記入出金部に入金された紙幣の情報を取得するセンサと、前記センサが
取得した情報に基づいて少なくとも前記紙幣の正損を鑑別する鑑別部と、を備えた紙幣類
取引装置において用いられる紙幣類取引方法であって、
　前記入力部が受け付けた利用者の取引要求に応じた額の紙幣を紙幣格納部から入出金部
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に出金させる第１の手順と、
　取引終了前に、前記出金した紙幣の少なくとも一部の前記入出金部への再投入を受け付
ける第２の手順と、
　前記紙幣格納部に格納されている紙幣が正券か否かを前記鑑別部によって判定し、正券
と判定された紙幣から、前記再投入された紙幣に相当する額の紙幣を前記入出金部に出金
させる第３の手順と、
　前記入出金部から出金した紙幣であるか否かを識別する出金紙幣識別情報を記憶する第
４の手順をさらに実行させ、
　前記第３の手順は、前記記憶部に記憶された前記出金紙幣識別情報に基づいて、前記再
投入された紙幣が該紙幣類取引装置から出金した紙幣であるか否かを判定し、前記再投入
された紙幣に相当する額の正券を前記入出金部に出金させることを特徴とする紙幣類取引
方法。
【請求項１８】
　前記紙幣格納部に新券を格納する新券格納部を含む紙幣類取引装置において用いられる
紙幣類取引方法であって、
　前記第３の手順は、前記再投入された紙幣に相当する額の、前記新券格納部に格納され
ている新券を前記入出金部に出金させることを特徴とする請求項１７に記載の紙幣類取引
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣類取引装置に関し、特に、損券と正券との交換機能を備えた紙幣類取引
装置、紙幣類取引方法及び紙幣類取引プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙幣は、使用しているうちに、磨耗、汚れ、破れ、しわ、異物付着などの劣化が生じて
しまう。一般に、このような劣化の進んだ紙幣を「損券」と呼ぶ。一方、劣化の少ない紙
幣を「正券」と呼び、正券の中でも未使用、又は未使用に近い紙幣を「新券」と呼ぶ。劣
化の進んだ損券は、利用者を不快にさせるため、紙幣類取引装置から出金するのは通常新
券／正券に限られる。紙幣の劣化度合いは個人の主観に左右されるため、紙幣類取引装置
から出金された紙幣を損券と感じる利用者が存在する。こういった利用者へのサービス向
上のため、出金された紙幣のうち損券を正券と交換する機能が必要である。
【０００３】
　これに対して、利用者の選択指示によって、新貨幣（新券）を出金するか、流通貨幣（
正券、損券）を出金するかを選択できる貨幣取引装置が知られている（例えば、特許文献
１参照。）。
【特許文献１】特開平９－６２８９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の紙幣交換は、両替機能を備えた装置に新しい紙幣（新券）を出金する機
能を付加しただけのものであり、銀行の入出金取引とは別個の処理とされていた。そのた
め、出金紙幣を交換する場合に、一度出金取引を終了してから紙幣交換を実行する必要が
ある。また、安全性向上のためには紙幣交換時に、誰が紙幣交換操作をしているのかを特
定する個人認証を行うことが望ましいが、紙幣交換のために個人認証を行うのでは利用者
の利便性が低下するという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、紙幣の取引（出金）の処理におい
て、紙幣の損券と正券（新券）の交換を可能とする紙幣類取引装置及び紙幣類取引方法を
提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の紙幣類取引装置では、紙幣の入出金部と、各部の制御を行う制御部及び記憶装
置と、紙幣を格納する紙幣格納手段と、利用者からの操作を受け付ける入力手段を備え、
利用者の入力に応じた額の紙幣を出金し、上記出金した紙幣の少なくとも一部の再投入を
取引終了前に受け付け、上記紙幣格納手段に格納されている紙幣であって、新券と判定さ
れた紙幣から、上記再投入された紙幣に相当する額を出金する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、出金取引の一連の取引で紙幣交換が実行できるため、利用者は他の装
置に出向いたり、取引を一旦終了させることなく損券と正券（新券）の交換が行え、利用
者の利用性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【０００９】
　図１は第１の実施の形態の紙幣類取引装置の構成を示すブロック図である。
【００１０】
　１０１は入出金部であり、紙幣投入口、紙幣排出口を有しており、紙幣投入口に投入さ
れた紙幣を搬送装置１４１に渡し、搬送装置１４１によって搬送された紙幣を紙幣取引装
置外部に排出する。１０２は紙幣分離装置であり、入出金部１０１に投入された紙幣を分
離し、一枚ずつ鑑別装置に渡す。
【００１１】
　１０３は、主記憶１０４、センサ１０５を有する鑑別装置であり、入出金される紙幣を
センサ１０５によって検出して予め主記憶１０４に記憶されたパターンと照合することに
よって、紙幣の正損や真偽を判定する。１０６は制御装置であり、ＣＰＵ（図示省略）、
主記憶１０７を有する。１０８は補助記憶装置であり、ハードディスク等の大容量の記憶
装置で構成され、紙幣類取引のために入出金部１０１、紙幣格納部（１２０～１２４）、
鑑別装置１０３等を制御するためのプログラムを記憶する。
【００１２】
　１１０は一時集積部であり、入出金部１０１に投入された紙幣を一時的に保管する。還
流ボックス１２０、１２１は、紙幣の取り込み、繰り出しができる紙幣格納用の装置であ
り、入出金部１０１から排出する紙幣を保管する。また、入出金部１０１に投入された紙
幣のうち出金に適する紙幣を保管する。１２２は損券ボックスであり、劣化の進んだ紙幣
を保管する。１２３、１２４は偽券ボックスであり、鑑別装置１０３によって偽券である
と判定された紙幣を保管する。なお、偽券である疑わしさ（明らかな偽券、偽券の疑いが
ある紙幣）によって異なる偽券ボックスに紙幣を収納してもよい。１４１は紙幣の搬送装
置であり、ベルト、ローラ等によって構成されている。搬送装置の矢印は紙幣の搬送方向
を示す。
【００１３】
　また、制御装置１０６にはカード挿入排出口２０２、通帳挿入排出口２０３、表示入力
装置（例えば、タッチパネル式液晶表示装置）２０４が接続されている。
【００１４】
　利用者は紙幣の取引を開始する際に、まずカードをカード挿入排出口２０２に挿入し、
必要があれば通帳を通帳挿入排出口２０３に挿入し、表示入力装置２０４に表示された内
容に従って、取引を開始する。そして、入出金部１０１に入金された紙幣は、紙幣分離装
置１０２によって一枚毎に分離され、搬送装置１４１によって一枚毎に鑑別装置１０３に
送られる。鑑別装置１０３で紙幣の正損や真偽等の判定が行われた後に、紙幣格納部であ
る還流ボックス１２０、１２１、損券ボックス１２２又は偽券ボックス１２３、１２４に
送られ、格納される。また、利用者の操作によって出金される紙幣は、紙幣格納部である
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還流ボックス１２０、１２１から繰り出され、搬送装置１４１によって鑑別装置１０３に
送られ、紙幣の正損や真偽等の判定が行われた後に入出金部１０１に送られ格納される。
入出金部１０１に格納された紙幣は、入出金部１０１の蓋を開くことによって出金される
。
【００１５】
　図２は、第１の実施の形態の紙幣類取引装置の外観図である。図２（ａ）は紙幣類取引
装置の外観、図２（ｂ）は紙幣類取引装置の表示入力装置２０４に表示される画面の例で
ある。
【００１６】
　紙幣類取引装置２０１には、カード挿入排出口２０２、通帳挿入排出口２０３、表示入
力装置２０４、カードボックス２０６、通帳ボックス２０７等が備えられている。カード
挿入口２０２に挿入されたカードはカードボックス２０６に格納され、カードの磁気スト
ライプやＩＣチップ等に記録されている情報が取得される。通帳挿入排出口２０３に挿入
された通帳は通帳ボックス２０７に格納され、通帳の磁気ストライプやＩＣチップ等に記
録されている情報が取得される。表示入力装置２０４は、例えばタッチパネル式ＬＣＤで
あり、利用者に対して取引の内容を表示すると共に、利用者の入力を受け付けるボタンを
表示し、該ボタンが押下されたか否かの情報を取得する。
【００１７】
　図３、図４は表示入力装置２０４に表示される画面の例を示す説明図である。
【００１８】
　図３は、利用者が紙幣類取引装置による取引を終了し、紙幣が入出金部１０１に繰り出
される際に表示される画面の例であり、取引を終了するか紙幣の交換を行うかを利用者に
促すための表示である。図４は、利用者が交換を希望する紙幣を入出金部１０１に投入し
、紙幣類取引装置が投入された紙幣の金額を確認した際に表示される画面の例であり、利
用者が投入した紙幣の金額が表示された金額と相違ないかを確認するように促す表示であ
る。
【００１９】
　次に、本発明の第１の実施の形態の紙幣類取引装置で行われる、損券の交換時の動作を
説明する。
【００２０】
　紙幣類取引装置を利用する利用者は、カード挿入排出口２０２にカードを挿入し、必要
があれば（例えば、通帳記入を希望する場合など）通帳を通帳挿入排出口２０３に挿入す
る。表示入力装置２０４は例えばタッチパネル式液晶表示装置であり、利用者は表示入力
装置２０４に表示された画面２０５のボタンを押し、希望の処理（例えば、入金、出金、
振込み、通帳記入など）を選択する。以降は、出金処理を選択した場合について説明する
。
【００２１】
　利用者はさらに表示入力装置２０４を操作して必要な情報（例えば、暗証番号等）を入
力し、続いて出金金額を入力する。制御装置１０６の制御により、出金金額に対応した紙
幣が還流ボックス１２０から一枚ずつ繰り出される。還流ボックス１２０、１２１は紙幣
の取り込み、繰り出しができる紙幣格納用の装置であり、例えば金種毎にまとめて紙幣を
格納してある。繰り出された紙幣は、鑑別装置１０３のセンサ１０５を通過し、入出金部
１０１に格納され、出金される。利用者は、出金された紙幣を受け取る。従来の紙幣類取
引装置では、ここで取引が終了し、カードがカード挿入排出口２０２から排出され、通帳
を挿入していた場合は通帳が通帳挿入排出口２０３から排出される。
【００２２】
　本発明の実施の形態の紙幣類取引装置では、取引を継続し、表示入力装置２０４に表示
画面３０１（図３）を表示して、利用者に取引終了か紙幣交換かを選択を促す表示を行う
。利用者が、出金された紙幣に特に異常を感じなければ取引終了ボタンを押すと、カード
がカード挿入排出口２０２から排出され、通帳を挿入していた場合は通帳が通帳挿入排出
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口２０３から排出され、取引は終了する。
【００２３】
　一方、利用者が、出金された紙幣に磨耗、汚れ、破れ、しわ、異物付着などの劣化が生
じている紙幣（損券）が含まれていると判断した場合は、別の紙幣と交換することができ
る。このとき、利用者は入出金部１０１に損券と判断した紙幣を投入する。投入された紙
幣は、入出金部１０１内に設置された紙幣分離装置１０２により一枚一枚分離され、セン
サ１０５に送られる。鑑別装置１０３はセンサ１０５から出力された信号を用いて、紙幣
の金種を判定する。制御装置１０６は、金種判定で金種が不明であった紙幣は再び入出金
部１０１に送り、受け付けを拒否する。なお、金種が不明である紙幣を「カテゴリ１」と
呼ぶ。
【００２４】
　金種が判明し確定した紙幣については、次に紙幣の真偽判定を行う。真偽判定の結果、
偽券と判定された紙幣については次の２通りの処理方法がある。
【００２５】
　第一の偽券処理方法は、偽券と判定された紙幣は入出金部１０１に送り、受け付けを拒
否する方法である。なお、この場合は、偽券ボックス１２３、１２４を備えている必要は
ない。
【００２６】
　第二の偽券処理方法は、利用者のＩＤ（例えば、カードに記録されている利用者の識別
情報等）を補助記憶１０８に記憶し、上記紙幣を上記ＩＤの記憶順序と一致する順に偽券
ボックス１２３、１２４に格納する方法である。このようにすることで、どの利用者が偽
券を使用したかを記録することができる。このとき、偽券をさらに分類して、明らかな偽
券と判定した紙幣（明らかな偽券であると判定した紙幣を「カテゴリ２」と呼ぶ）を偽券
ボックス１２３に格納し、偽券の疑いがあると判定した紙幣（偽券の疑いがあると判定し
た紙幣を「カテゴリ３」と呼ぶ）を偽券ボックス１２４に格納してもよい。なお、偽券を
分類せず、１つの偽券ボックスに偽券と判定された紙幣を格納するようにしてもよい。
【００２７】
　真偽判定結果が真券だった紙幣（真券と判定した紙幣を「カテゴリ４」と呼ぶ）につい
ては、鑑別装置１０３が紙幣各々について正損判定を行い、投入された紙幣のうち損券度
合いの最小値（すなわち、投入された紙幣のうち最も劣化が少ないと判定された紙幣につ
いての値）を主記憶１０４に記憶する。
【００２８】
　制御装置１０６は、投入された紙幣を一時集積装置１１０に格納しておく。そして、利
用者の承認を得るため、表示入力装置２０４に表示画面４０１（図４）を表示することで
、交換する紙幣の金額を表示する。ここで、利用者が「取消」ボタンを押した場合は、一
時集積装置１１０内に格納された紙幣を、センサ１０５を通過させて入出金部１０１に返
却し、再び表示入力装置２０４に表示画面３０１（図３）を表示して、ボタンが押される
まで待機する。
【００２９】
　一方、利用者が表示画面４０１において「承認」ボタンを押した場合は、制御装置１０
６は、まず、一時集積装置１１０内に格納された紙幣を、順にセンサ１０５を通過させ損
券ボックス１２２に格納する。次に、制御装置１０６は、利用者が入出金部１０１に入金
した紙幣の金額に対応した紙幣を還流ボックス１２０、１２１から繰り出させる。この紙
幣は順次センサ１０５を通過し、鑑別装置１０３によって各々の紙幣の正損判定がなされ
る。
【００３０】
　正損判定の結果、主記憶１０４に記憶された損券度合いよりも損券度合いが強い（劣化
している）と判定された紙幣は、まず一時集積装置１１０に格納される。ここで、一時集
積装置１１０が満杯になった場合、一時集積装置１１０内の紙幣をセンサ１０５に送り、
鑑別装置１０３が金種判定を行い、その結果に基づいて還流ボックス１２０、１２１のど
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ちらかに格納する。
【００３１】
　正損判定の結果、主記憶１０４に記憶された上記損券度合いよりも損券度合いが弱い（
劣化していない）と判定された紙幣は入出金部１０１に送られ、利用者が入金した金額が
揃った時点で出金される。利用者は出金された紙幣を受け取る。このとき、カードがカー
ド挿入排出口２０２から排出され、通帳を挿入していた場合は通帳が通帳挿入排出口２０
３から排出される。
【００３２】
　このような一連の動作によって、利用者が損券と判断した紙幣を再投入することにより
、正券と交換することができる。
【００３３】
　図５は、紙幣類取引装置の紙幣交換動作のフローチャートである。
【００３４】
　前述したように利用者の出金操作によって、紙幣類取引装置は利用者に紙幣を出金する
（ステップ５０１）。次に、利用者に取引終了か紙幣交換かを選択するよう促す表示画面
３１０（図３参照）を表示する（ステップ５０２）。利用者はこの画面によって、紙幣を
交換するかそのまま取引を終了するかを画面上のボタンによって選択する。なお、紙幣交
換する場合には、利用者はボタンを押す前に紙幣を入出金部１０１に投入する必要がある
。そして、利用者によって取引終了ボタンが押されたか否かを判定する（ステップ５０３
）。取引終了ボタンが押された場合は、取引を終了する。取引終了ボタンが押されなかっ
た場合は、紙幣交換ボタンが押されたか否かを判定する（ステップ５０４）。紙幣交換ボ
タンが押されなかった場合は５０３に戻り、この処理を繰り返す。紙幣交換ボタンが押さ
れた場合は、まず、入出金部１０１に投入されている紙幣を一枚ずつ繰り出して、鑑別装
置１０３に送る（ステップ５０５）。そして、鑑別装置１０３によって、入金された紙幣
の各々について金種を判定し（ステップ５０６）、紙幣正損・真偽判定処理（ステップ５
５０）を行う。この紙幣正損・真偽判定処理の詳細は図６で後述する。紙幣正損・真偽判
定処理によって、各々の紙幣について損券度合いを判定し、真券か偽券かが判定される。
【００３５】
　次に、入出金部１０１にある全ての紙幣について紙幣正損・真偽判定処理が終了したか
否かを判定する（ステップ５１４）。終了していなければ入出金部１０１にある紙幣を再
び繰り出して（ステップ５０５）、紙幣正損・真偽判定処理を繰り返す。そして、全ての
紙幣について紙幣正損・真偽判定処理が終了したと判定した場合は、表示入力装置２０４
に、入出金部１０１に入金された金額を表示し（図４）、確認を促す（ステップ５１５）
。利用者は返却された紙幣と入金金額を確認し、入金金額が正しくないと判断すれば取消
ボタンを押し、正しいと判断すれば承認ボタンを押す。
【００３６】
　制御装置１０６は、取消ボタンが押されたか否かを判定する（ステップ５１６）。取消
ボタンが押されたと判定した場合は、利用者が紙幣交換の処理を取り消した場合であり、
一時集積装置１１０に格納した紙幣を入出金部１０１に送り、出金して（ステップ５２２
）、ステップ５０２に戻り、再び利用者に取引終了か紙幣交換かの選択を促す表示を行う
。
【００３７】
　取消ボタンが押されていないと判定した場合は、承認ボタンが押されたか否かを判定す
る（ステップ５１７）。承認ボタンが押されていないと判定した場合はステップ５１６に
戻る。承認ボタンが押されたと判定した場合は、還流ボックスから紙幣を順次繰り出す（
ステップ５１８）。そして、繰り出した紙幣に対して正損判定を行い（ステップ５１９）
、繰り出した紙幣の損券度合いが、紙幣正損・真偽判定処理（ステップ５５０）によって
主記憶１０４（図６のステップ５１１）に記憶されている入金紙幣の損券度合いの最小値
（最もきれいと判定された紙幣についての値）よりも小さいかどうかを判定する（ステッ
プ５２０）。小さくないと判定した場合、すなわち入金された紙幣よりもきれいでない紙
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幣は、還流ボックスに送り格納し（ステップ５２３）、ステップ５１８に戻り、別の紙幣
を還流ボックスから繰り出して処理を繰り返す。小さいと判定した場合は、入金された紙
幣よりもきれいな紙幣を出金することができるので、該紙幣を入出金部１０１に送り、入
金金額と同じ金額を利用者に出金して（ステップ５２１）、処理を終了する。
【００３８】
　図６は、紙幣正損・真偽判定処理（図５のステップ５５０）の詳細を示すフローチャー
トである。
【００３９】
　まず、図５のステップ５０６で、紙幣の金種を判定した結果、金種が確定したか否かを
判定する（ステップ５０７）。金種が確定しなかった、すなわち、金種が不明であった場
合は、その紙幣は受取拒否とし、入出金部１０１に送り（ステップ５１３）、利用者に返
却する。
【００４０】
　金種が確定した場合は、紙幣の真偽判定を行う（ステップ５０８）。真偽判定の結果、
真券でないと判定した場合には（ステップ５０９）、その紙幣は受取拒否とし、入出金部
１０１に送り（ステップ５１３）、利用者に返却する。真偽判定の結果が真券であると判
定した場合には（ステップ５０９）、紙幣の正損判定を行う（ステップ５１０）。
【００４１】
　正損判定によって紙幣の損券度合いを主記憶１０４に記憶する（ステップ５１１）この
際、複数の紙幣が入出金部１０１に入金された場合は、全ての紙幣について損券度合いを
判定して、最も損券度合いが小さいもの（最もきれいなもの）の損券度合いを主記憶１０
４に記憶する。次に、紙幣を一時集積装置１１０に格納して（ステップ５１２）、紙幣交
換処理（図５）に戻る。
【００４２】
　図７は、紙幣正損・真偽判定処理の、他の例の詳細を示すフローチャートである。
【００４３】
　図６の処理では偽券と判定した紙幣は利用者に返却したが、図７の処理では、偽券と判
定された紙幣は偽券ボックス１２３、１２４に格納する。そして、格納する偽券と判定し
た紙幣は、該紙幣の識別情報（例えば、紙幣の一連番号）と利用者のＩＤ（例えば、利用
者の口座番号）とを関連付けて、その情報を主記憶１０４に保存する。なお、図６と同一
の処理を行うステップは同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４４】
　ステップ５０９において、真偽判定の結果が真券でない（偽券である）と判定した場合
は、まず、利用者のＩＤを主記憶１０４に記憶する（ステップ６０１）。そして、偽券と
判定された紙幣について、明らかな偽券であるか否か（明らかな偽券である紙幣か、偽券
と疑わしい紙幣であるか）を判定する（ステップ６０２）。明らかな偽券（カテゴリ２）
である場合は、偽券ボックス１２３に格納する（ステップ６０３）。明らかな偽券ではな
いが、偽券の疑いがある紙幣（カテゴリ３）である場合は、明らかな偽券を格納する偽券
ボックス１２３とは別の偽券ボックス（偽券ボックス１２４）に格納する（ステップ６０
３）。
【００４５】
　この図７の処理によって、偽券と判定された紙幣を再投入した利用者を特定することが
できる。さらに、明らかな偽券と、偽券の疑いがある紙幣とを分けて格納することができ
る。
【００４６】
　ここで、紙幣の正損の判定及び真偽判定の方法について説明する。
【００４７】
　図８は、鑑別装置１０３が行う真偽判定（図６のステップ５０８）及び正損判定（図６
のステップ５１０）の処理を示すフローチャートである。
【００４８】
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　まず、センサ１０５によって、鑑別装置１０３に入力された紙幣をセンシングし、セン
サ信号を取得する（ステップ７０１）。そして、センサ信号から、正損判定又は真偽判定
に用いる紙幣の特徴を抽出する（ステップ７０２）。
【００４９】
　図９はこのステップ７０２の特徴抽出処理を示した説明図である。
【００５０】
　正損判定又は真偽判定に用いる特徴には、例えば、標準値との差分値、積分値、微分値
、振幅、分散などがあり、これらの情報の一つ又は複数を用いて紙幣の正損判定又は真偽
判定を行う。
【００５１】
　次に、抽出した特徴に関する情報を識別器に入力し（ステップ７０３）、鑑別器の識別
結果（すなわち、正損度合い又は真偽）が出力される（ステップ７０４）。この識別器に
は、例えば、線形識別関数、２次識別関数、ニューラルネットワーク、サポートベクター
マシンなどを利用することができる。
【００５２】
　正損判定の場合の識別結果は、正券／損券をそれぞれ示す離散値となる。また、汚損の
進み具合を比較するため、損券度合いの値を直接出力することも可能である。損券度合い
の算出法は、例えば、損券度合いの強さ毎にクラスを用意して識別する方法、正券クラス
のテンプレートと損券クラスのテンプレートからの距離の比や差を用いる方法、判別軸へ
の射影を用いる方法がある。真偽判定の場合の識別結果は、真券・偽券のそれぞれに対応
した離散値、又は真券、明らかな偽券、偽券の疑いがある紙幣のそれぞれに対応した離散
値となる。
【００５３】
　以上のように本発明の第１の実施の形態では、出金取引の一連の操作において、出金し
た紙幣のうち、利用者が損券と判断した紙幣を再投入することで、正券と交換することが
可能となる。さらに、取引を終了することなく紙幣の交換を行うので、利用者の出金処理
の利便性が向上する。また、紙幣が偽券と判定した場合には、その紙幣を受取拒否として
利用者に返却する、又は、利用者のＩＤと共にその紙幣を格納する等の処置を行うことが
でき、紙幣取引中に偽券を混入させることなく、紙幣類取引装置の安全性を向上すること
ができる。
【００５４】
　次に、本発明の第２の実施の形態の紙幣類取引装置について説明する。
【００５５】
　前述した第１の実施の形態では、利用者からの損券の交換の要求に対して、格納された
紙幣のうち損券度が低いものを出金するようにしたが、第２の実施の形態では、利用者か
らの損券の交換の要求に対して、新券を出金するように構成した。なお、第１の実施の形
態と同一の作用を行う構成には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００５６】
　図１０は、本発明の第２の実施の形態の紙幣類取引装置の構成を示すブロック図である
。
【００５７】
　新券ボックス９０１は、未使用又は未使用に近い紙幣（新券）を収納するボックスであ
る。
【００５８】
　紙幣類取引装置を利用する利用者は、カード挿入排出口２０２にカードを挿入し、通帳
記入も希望する場合は通帳も通帳挿入排出口２０３に挿入する。利用者は表示入力装置２
０４に表示された画面２０５のボタンを押し、希望の処理（入金、出金、振込み、通帳記
入など）を選択する。以降、出金処理を選択した場合について説明する。
【００５９】
　利用者はさらに表示入力装置２０４を操作して必要な情報（例えば、暗証番号等）を入
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力し、続いて出金金額を入力する。制御装置１０６の制御により、出金金額に対応した紙
幣が還流ボックス１２０から一枚ずつ繰り出される。繰り出された紙幣は、鑑別装置１０
３のセンサ１０５を通過し、入出金部１０１に格納され、出金される。利用者は、出金さ
れた紙幣を受け取る。従来の紙幣類取引装置では、ここで取引が終了し、カードがカード
挿入排出口２０２から排出され、通帳を挿入していた場合は通帳が通帳挿入排出口２０３
から排出される。
【００６０】
　本発明の実施の形態の紙幣類取引装置では、取引を継続し、表示入力装置２０４に表示
画面３０１（図３）を表示して、利用者が取引終了か紙幣交換か選択を促す表示を行う。
利用者が、出金された紙幣に特に異常を感じなければ取引終了ボタンを押すと、カードが
カード挿入排出口２０２から排出され、通帳を挿入したいた場合は通帳が通帳挿入排出口
２０３から排出され、取引は終了する。
【００６１】
　一方、利用者が、出金された紙幣に損券が含まれていると判断した場合は、利用者は入
出金部１０１に損券と判断した紙幣を投入する。投入された紙幣は、入出金部１０１内に
設置された紙幣分離装置１０２により一枚一枚分離され、センサ１０５に送られる。鑑別
装置１０３はセンサ１０５から出力された信号を用いて、紙幣の金種を判定する。制御装
置１０６は、金種判定で金種が不明であった紙幣（カテゴリ１）は再び入出金部１０１に
送り、受け付けを拒否する。
【００６２】
　金種が判明し確定した紙幣については、次に紙幣の真偽判定を行う。
【００６３】
　ここで、制御装置１０６は、利用者の承認を得るため、表示入力装置２０４に表示画面
４０１（図４）を表示し、真偽判定結果が真券だった紙幣（カテゴリ４）の金額を利用者
に知らせる。ここで、利用者が「取消」ボタンを押した場合は、一時集積装置１１０内に
格納されている紙幣を、センサ１０５を通過させて入出金部１０１に返却し、再び表示入
力装置２０４に表示画面３０１（図３）を表示して、ボタンが押されるまで待機する。
【００６４】
　一方、利用者が表示画面４０１において「承認」ボタンを押した場合は、制御装置１０
６は、まず、一時集積装置１１０内の紙幣を損券ボックス１２２に格納する。次に、利用
者の入金金額に対応した紙幣を新券ボックス９０１から繰り出して、センサ１０５を通過
させて入出金部１０１に送られ、利用者が入金した金額が揃った時点で出金される。利用
者は出金された紙幣を受け取る。このとき、カードがカード挿入排出口２０２から排出さ
れ、通帳を挿入していた場合は通帳が通帳挿入排出口２０３から排出される。
【００６５】
　このような一連の動作によって、利用者が損券と判断した紙幣を紙幣類取引装置に再投
入することにより、新券と交換することができる。
【００６６】
　図１１は、第２の実施の形態における、紙幣交換の動作のフローチャートであり、図１
２及び図１３は、紙幣正損・真偽判定処理の詳細な動作のフローチャートである。
【００６７】
　第２の実施の形態では、再投入された紙幣に対して正損判定（図６のステップ５１０）
と損券度合いの記憶（図６のステップ５１１）を行わない点と、正損判定（図５のステッ
プ５１９）と損券度合いの判定（図５のステップ５２０）を行わない点と、が第１の実施
の形態とは異なる。また、交換のために出金する紙幣は正損度合いをチェックせず、予め
新券ボックス９０１に格納した紙幣を繰り出して出金する（図１１のステップ１００１）
。なお、その他の処理については第１の実施の形態の動作（図５、図６、図７）と同一の
ため、説明を省略する。
【００６８】
　以上のように本発明の第２の実施の形態では、第１の実施の形態の効果に加え、利用者
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が損券と判断した紙幣を再投入することによって、必ず新券と交換することができ、例え
ば、一旦交換を要求して出金された正券が利用者に損券と判断され、再度交換の対象とさ
れることがなくなり、利用者の利便性が向上する。
【００６９】
　次に、本発明の第３の実施の形態の紙幣類取引装置について説明する。
【００７０】
　第３の実施の形態は、第１の実施の形態の変形例であり、紙幣の交換を受け付ける際に
紙幣個体認証を行うことで、紙幣類取引装置から出金された紙幣のみの交換を受け付ける
。なお、第１の実施の形態と同一の作用を行う構成には同一の符号を付し、その説明は省
略する。
【００７１】
　図１４は、第３の実施の形態における、紙幣交換動作のフローチャートであり、図１５
及び図１６は、紙幣正損・真偽判定処理の詳細な動作のフローチャートである。なお、第
１の実施の形態（図５、図６、図７）と同一の処理は説明を省略する
　第３の実施の形態では、まず、利用者に紙幣を出金する前に、紙幣の個体認証情報を取
得して、主記憶１０４に記憶する（図１４のステップ１２０１）。この個体認証情報は、
例えば、紙幣に個別に記された記号や番号、バーコード、又は紙幣に埋め込まれたＩＣチ
ップ等から、紙幣を個別に識別可能な情報を取得する。
【００７２】
　そして、紙幣正損・真偽判定処理（図１５、図１６）において、紙幣交換のために入金
された紙幣についても同様に個体認証情報を取得し、ステップ１２０１で記憶した個体認
証情報と取得した個体認証情報とを比較する紙幣個体認証（ステップ１２０２）を行い、
同一の紙幣類取引装置から出金した紙幣か否かを判定する（ステップ１２０３）。同一の
紙幣類取引装置から出金した紙幣であれば、第１の実施の形態と同様に、紙幣の正損度合
いを判定し（ステップ５１０）損券度合いの最小値（最もきれいなもの）を記憶し、（ス
テップ５１１）、受け付けた紙幣は一時集積装置１１０に格納する（ステップ５１２）。
【００７３】
　一方、同一の紙幣類取引装置から出金した紙幣でないと判定した場合には、この紙幣の
受け取りを拒否し、入出金部１０１に紙幣を送り（ステップ５１３）、利用者に返却する
。
【００７４】
　また、図１６に示すように、偽券判定の結果、カテゴリ２及びカテゴリ３の紙幣を各々
偽券ボックス１２３、偽券ボックス１２４に格納してもよい。
【００７５】
　また、入金額を表示する際に（図１４のステップ５１５）、図１７に示す表示画面１６
０１のような表示を行ってもよい。すなわち、同一紙幣類取引装置から出金された紙幣で
はないために受け付けなかった紙幣の金種及び枚数を利用者に対して表示する。
【００７６】
　以上のように第３の実施の形態では、第１の実施の形態の効果に加え、同一の紙幣類取
引装置から出金した紙幣以外の紙幣の受け付け（再投入）を拒否することができ、偽券の
投入等を防止することで、出金紙幣交換処理の安全性をさらに高めることができる。
【００７７】
　次に、本発明の第４の実施の形態の紙幣類取引装置について説明する。
【００７８】
　第４の実施の形態は、第２の実施の形態の変形例であり、第３の実施の形態と同様の
に、紙幣の交換を受け付ける際に紙幣個体認証を行うことで、紙幣類取引装置から出金さ
れた紙幣のみの交換を受け付ける。なお、第２の実施の形態と同一の作用を行う構成には
同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００７９】
　図１８は、第４の実施の形態における、紙幣交換動作のフローチャートであり、図１９
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及び図２０は、紙幣正損・真偽判定処理の詳細な動作のフローチャートである。なお、第
２の実施の形態（図１１、図１２、図１３）と同一の処理は説明を省略する
　第４の実施の形態では、まず、利用者に紙幣を出金する前に、紙幣の個体認証情報を取
得して、主記憶１０４に記憶する（図１８のステップ１２０１）。この個体認証情報は、
例えば、紙幣に個別に記された記号や番号、バーコード、又は紙幣に埋め込まれたＩＣチ
ップ等から、紙幣を個別に識別可能な情報を取得する。
【００８０】
　そして、紙幣正損・真偽判定処理（図１９、図２０）において、紙幣交換のために入金
された紙幣についても、同様に個体認証情報を取得し、ステップ１２０１で記憶した個体
認証情報と取得した個体認証情報とを比較する紙幣個体認証（ステップ１２０２）を行い
、同一の紙幣類取引装置から出金した紙幣か否かを判定する（ステップ１２０３）。同一
の紙幣類取引装置から出金した紙幣であれば、第１の実施の形態と同様に、紙幣の正損度
合いを判定し（ステップ５１０）損券度合いの最小値（最もきれいなもの）を記憶し、（
ステップ５１０）、受け付けた紙幣は一時集積装置１１０に格納する（ステップ５１２）
。
【００８１】
　一方、同一の紙幣類取引装置から出金した紙幣でないと判定した場合には、この紙幣の
受け取りを拒否し、入出金部１０１に紙幣を送り（ステップ５１３）利用者に返却する。
【００８２】
　また、図２０に示すように、偽券判定の結果、カテゴリ２及びカテゴリ３の紙幣を各々
偽券ボックス１２３、偽券ボックス１２４に格納してもよい。
【００８３】
　また、入金額を表示する際に（図１８のステップ５１５）、図１７に示す表示画面１６
０１のような表示を行ってもよい。すなわち、同一紙幣類取引装置から出金された紙幣で
はないために受け付けなかった紙幣の金種及び枚数を利用者に対して表示する。
【００８４】
　以上のように第４の実施の形態では、第３の実施の形態と同様に、同一の紙幣類取引装
置から出金した紙幣以外の紙幣の受け付け（再投入）を拒否することができ、偽券の投入
等を防止することで、出金紙幣交換処理の安全性をさらに高めることができる。
【００８５】
　次に、本発明の第５の実施の形態の紙幣類取引装置について説明する。
【００８６】
　第５の実施の形態では、利用者の位置を検知するセンサを備え、利用者が紙幣類取引装
置の近くにいて紙幣類取引装置を操作可能な状態にあるかを判定するように構成した。な
お、第１の実施の形態と同一の作用を行う構成には同一の符号を付し、その説明は省略す
る。
【００８７】
　図２１は、第５の実施の形態の紙幣類取引装置の外観図であり、図２２は、第５の実施
の形態の紙幣類取引装置の構成を示すブロック図である。
【００８８】
　第５の実施の形態の紙幣類取引装置は、紙幣類取引装置の前面における利用者の存在を
確認するために、カメラ１７０１、距離センサ１７０２、圧力センサ１７０３の少なくと
も１つを備えている。カメラ１７０１は、紙幣類取引装置の前面を撮影できる位置に設け
られており、撮影した画像を認識することによって、紙幣類取引装置の前面の利用者の存
在を判定できるものである。距離センサ１７０２は、例えば赤外線を利用し、対象物との
距離を計測できるものである。圧力センサ１７０３は、例えばピエゾ素子を利用し、圧力
センサ１７０３に圧力が加重されたか（例えば、利用者が圧力センサ１７０３の上に乗っ
ているか）を判定できるものである。
【００８９】
　図２３は、第５の実施の形態における、制御装置１０６が行う紙幣交換の動作のフロー
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チャートであり、図２４及び図２５は、紙幣正損・真偽判定処理の詳細な動作のフローチ
ャートである。
【００９０】
　まず、前述したように、制御装置１０６は紙幣を入出金部１０１に出金する（ステップ
５０１）そして、利用者の位置を、カメラ１７０１又は前記センサ（距離センサ１７０２
若しくは圧力センサ１７０３）で検知する（ステップ１９０１）。カメラ１７０１を用い
た場合には、例えば、入力画像と背景との差分を、距離センサ１７０２を用いた場合では
、紙幣類取引装置と利用者との距離を、圧力センサ１７０３を用いた場合にはセンサに乗
っている利用者の体重をそれぞれ利用し、利用者の位置を検知する。
【００９１】
　制御装置１０６は、ステップ１９０１によって検知された利用者が所定の範囲（紙幣類
取引装置が操作可能な範囲）に位置しているか否かを判定する（ステップ１９０２）。利
用者が所定の範囲内にいる、すなわち、利用者が紙幣類取引装置を操作可能な状態にある
場合は、ステップ１９１７に移行する。利用者が所定の範囲内にいない、すなわち、利用
者が紙幣類取引装置を操作可能な状態でない場合は、ステップ１９０３に移行する。
【００９２】
　ステップ１９１７では、紙幣交換が行われたか否か（紙幣交換が未実行か否か）を判定
する。紙幣交換がまだ実行されていなければ、表示画面３０１（図３）を表示する（ステ
ップ５０２）。一方、紙幣交換が実行済みであれば、制御装置１０６は取引終了ボタンが
押されたか否かを判定し（ステップ５０３）、取引終了ボタンが押された場合には、カー
ドがカード挿入排出口２０２から排出され、通帳を挿入していた場合は通帳が通帳挿入排
出口２０３から排出される。また、取引終了ボタンが押されていないと判定した場合には
、制御装置１０６は、交換実行ボタンが押されたか否かを判定する（ステップ５０４）。
交換実行ボタンが押されていなければステップ５０３へ戻り、紙幣交換ボタンが押された
場合には紙幣交換を行い（ステップ１９１８）、ステップ１９０１に移行する。
【００９３】
　また、ステップ１９０３では、制御装置１０６は、出金紙幣が入出金部１０１に残って
いるか否かを判定する。出金紙幣が入出金部１０１に残っている場合は、紙幣を入出金部
１０１から繰り出して鑑別装置１０３に送り（ステップ１９０４）、金種判定を行い（ス
テップ１９０５）、紙幣正損・真偽判定処理（図２４）を行う。
【００９４】
　そして、全ての紙幣について紙幣正損・真偽判定処理が終了したか否かの判定を行う（
ステップ１９１５）。全ての紙幣の判定が終了していなければステップ１９０４に戻り、
残っている紙幣について判定する。一方、全ての紙幣の判定が終了していれば、カードを
カードボックス２０６に格納し、通帳を挿入していた場合には通帳を通帳ボックス２０７
に格納し（ステップ１９１７）、取引を終了する。
【００９５】
　図２４は紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフローチャートである。
【００９６】
　まず、ステップ１９０５で行った金種判定の結果、金種が確定したか否かを判定する（
ステップ１９０６）。金種が確定しなかった、すなわち、金種が不明であった場合は、そ
の紙幣の受け取りを拒否し、入出金部１０１に送り（ステップ１９１４）、利用者に返却
する。一方、金種が確定した場合は、紙幣の真偽判定を行う（ステップ１９０７）。
【００９７】
　真偽判定の結果、紙幣が真券であるか否かを判定する（ステップ１９０８）。真偽判定
の結果が真券ではないと判定した場合は、その紙幣の受け取りを拒否し、入出金部１０１
に送り（ステップ１９１４）、利用者に返却する。一方、真偽判定の結果が真券であった
場合は、正損判定を行う（ステップ１９１０）。
【００９８】
　紙幣の正損判定を行う（ステップ１９１０）。正券であった場合、金種に応じて還流ボ
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ックス１２０又は１２１に格納し（ステップ１９１１）、正券でない場合は損券であると
判定して、損券ボックス１２２に格納する（ステップ１９１２）。そして、入出金部１０
１にあった金額を、利用者の預金に追加する処理を行う（ステップ１９１２）。この処理
によって、取引終了後に、利用者が紙幣類取引装置の前面にいない（紙幣類取引装置を操
作可能な状態にない）場合は、紙幣の金額を利用者の預金口座に追加することで、出金し
た現金を第三者に持ち去られないようにすることができる。
【００９９】
　また、図２３の紙幣正損・真偽判定処理を、第１の実施の形態の図６のように、真偽判
定後、紙幣が偽券と判定した場合は、利用者のＩＤを記憶すると共に、偽券ボックス１２
３、１２４に格納してもよい（図２５）。
【０１００】
　以上のように本発明の第５の実施の形態では、利用者が紙幣類取引装置を利用可能でな
くなった（例えば、利用者が紙幣類取引装置の前面にいない）と判定したときは紙幣を紙
幣類取引装置に格納し、利用者の預金口座に追加することで、第三者に紙幣を持ち去られ
る危険を防止することができ、紙幣類取引装置の安全性が向上する。
【０１０１】
　次に、第６の実施の形態の紙幣類取引装置について説明する。
【０１０２】
　第１及び第２の実施の形態では、紙幣の損券度合いは入金された紙幣に基づくものであ
ったが、第６の実施の形態では、紙幣の損券度合いが所定の閾値（正損度判定要パラメー
タ）以下の紙幣だけを出金するような処理をし、この閾値を動的に更新する。
【０１０３】
　そこで、紙幣交換のために入金された紙幣に対して正損判定を行い、損券度合いを算出
する。そして、算出した損券度合いを使用して正損度判定用パラメータを更新する。例え
ば、算出した損券度合いの値と、既に記憶されている正損度判定用パラメータとの加重平
均を算出して、これを新たな正損度判定用パラメータとする。以降、入金紙幣についての
正損判定は、損券度合いの値が正損度判定用パラメータを上回る場合は損券ボックスへ格
納し、正損度判定用パラメータを下回る紙幣を出金するようにする。
【０１０４】
　以上のように本発明の第６の実施の形態では、紙幣類取引装置において正損度判定用パ
ラメータを動的に更新することで、利用者毎に異なる損券度の判断を、数値的に確立し、
加重平均することで損券度判定用パラメータをより平均値に近づけることができるので、
多くの利用者が損券と判定した紙幣は出金しないので、利用者の利便性が向上する。
【０１０５】
　次に、第７の実施の形態の紙幣類取引装置について説明する。
【０１０６】
　第７の実施の形態では、正損判定の閾値である損券度判定用パラメータを個人毎に設定
する。第６の実施の形態と同様に、紙幣交換のために入金された紙幣に対して正損判定を
行い、損券度合いを算出する。そして、算出した損券度合いを使用して損券度判定用パラ
メータを更新する。例えば、算出した損券度合いの値と、既に記憶されている損券度判定
用パラメータとの加重平均を算出して、これを新たな損券度判定用パラメータとする。
【０１０７】
　以降、同一の利用者に対しては、損券度合いの値が新たな損券度判定用パラメータを下
回る紙幣のみを出金する。個人の特定にはカードの認証情報（例えば、ＩＤや口座番号）
を用い、個人毎の損券度判定用パラメータの情報は、記憶部１０４に記憶される。また、
図２６に示すように通信回線２１０２を通じて共有サーバ２１０１に送られ、共有サーバ
２１０１の記憶装置に格納することもできる。この損券度判定用パラメータ情報は、複数
の紙幣類取引装置（２０１ａ、２０１ｂ、２０１ｃ）の各々で共有が可能であり、利用者
がどの紙幣類取引装置２０１を利用しても、共有サーバ２１０１に情報によって同一の損
券度判定用パラメータ情報を共有することができる。
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【０１０８】
　以上のように説明した本発明の第７の実施の形態では、損券度判定用パラメータを動的
に更新し、さらに通信回線によって共有することで、利用者が、複数の場所に設置された
紙幣類取引装置のいずれを利用した場合も、同じ損券度以下の紙幣を出金することができ
る。さらに、利用者の紙幣交換要求に従うだけでなく、出金時に共有された損券度判定用
パラメータに基づいた紙幣を出金することができるので、利用者の利便性が向上する。
【０１０９】
　次に、第８の実施の形態の紙幣類取引装置について説明する。
【０１１０】
　第８の実施の形態では、紙幣類取引装置内に、紙幣のクリーニングを行うクリーン機構
を備えた。なお、第１乃至第７の実施の形態と同一の作用を行う構成には同一の符号を付
し、その説明は省略する。
【０１１１】
　図２７は、第８の実施の形態の紙幣類取引装置の構成を示すブロック図である。
【０１１２】
　クリーン機構２２０１は、例えば、紙幣のアイロンによるしわ伸ばしや殺菌の処理を行
う。
【０１１３】
　前述したように、紙幣出金後、表示画面に紙幣の交換を行うか否かの画面（図３）を表
示する。利用者は、紙幣類取引装置が出金した紙幣を損券と判定した場合に、紙幣を再び
入出金部１０１に投入する。投入された紙幣は、クリーン機構２２０１を経由して一旦一
時集金装置１１０に格納される。この際に、クリーン機構２２０１によって紙幣のクリー
ニングが行われる。そして、クリーニングされた紙幣が再び入出金部１０１に送られ、利
用者に出金される。
【０１１４】
　以上のように説明した本発明の第８の実施の形態では、利用者が交換を要求した紙幣に
対してクリーニングを行い、クリーニングされた紙幣を出金するので、紙幣は必要以上に
損券ボックス１２２に溜まることを防ぐことができる。また、利用者が入出金部１０１に
格納した紙幣をそのまま返却するので、偽券の交換による損失を防止することができ、出
紙幣交換装置の安全性を高めることができる。
【０１１５】
　なお、以上説明した第１乃至第８の実施の形態では、入金紙幣を出金用として再利用す
る還流機能を実現するため、還流ボックス１２０、１２１を使用したが、この還流ボック
ス１２０、１２１の一方を紙幣取り込み機能だけを備える（紙幣を取り込むのみで取り込
んだ紙幣を繰り出さない）入金紙幣格納専用ボックスとし、他の一方を紙幣繰り出し機能
だけを備える（紙幣を繰り出すのみで別の紙幣を取り込まない）出金用紙幣格納専用ボッ
クスとすることも可能であり、還流機能のない入出金機能を備えた紙幣類取引装置におい
ても第１乃至第８の実施の形態と同様に出金紙幣の交換を行うことができる。
【０１１６】
　また、本発明の実施の形態では紙幣を例として説明したが、これを硬貨等の貨幣や有価
証券等に適用したとしても、本発明の本質は変わらない。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の第１の実施の形態の紙幣類取引装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の紙幣類取引装置の外観図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態の紙幣類取引装置表示入力装置２０４の表示例の説明
図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態の紙幣類取引装置表示入力装置２０４の表示例の説明
図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態の紙幣類取引装置の紙幣交換動作のフローチャートで
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ある。
【図６】本発明の第１の実施の形態の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフローチャー
トである。
【図７】本発明の第１の実施の形態の別の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフローチ
ャートである。
【図８】本発明の第１の実施の形態の鑑別装置１０３が行う真偽判定及び正損判定の処理
を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第１の実施の形態の特徴抽出処理の説明図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態の紙幣類取引装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態の紙幣交換動作のフローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施の形態の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフローチャ
ートである。
【図１３】本発明の第２の実施の形態の別の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフロー
チャートである。
【図１４】本発明の第３の実施の形態の紙幣交換動作のフローチャートである。
【図１５】本発明の第３の実施の形態の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフローチャ
ートである。
【図１６】本発明の第３の実施の形態の別の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフロー
チャートである。
【図１７】本発明の第３の実施の形態の表示画面の一例である。
【図１８】本発明の第４の実施の形態の紙幣交換動作のフローチャートである。
【図１９】本発明の第４の実施の形態の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフローチャ
ートである。
【図２０】本発明の第４の実施の形態の別の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフロー
チャートである。
【図２１】本発明の第５の実施の形態の紙幣類取引装置の外観図である。
【図２２】本発明の第５の実施の形態の紙幣類取引装置の構成を示すブロック図である。
【図２３】本発明の第５の実施の形態の紙幣交換動作のフローチャートである。
【図２４】本発明の第５の実施の形態の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフローチャ
ートである。
【図２５】本発明の第５の実施の形態の別の紙幣正損・真偽判定処理の詳細を示すフロー
チャートである。
【図２６】本発明の第７の実施の形態の紙幣類取引システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２７】本発明の第８の実施の形態の紙幣類取引装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１０１　入出金部
　１０２　紙幣分離装置
　１０３　鑑別装置
　１０４　鑑別装置の主記憶
　１０５　センサ
　１０６　制御装置
　１０７　制御装置の主記憶
　１０８　補助記憶
　１１０　一時集積部
　１２０、１２１　還流ボックス
　１２２　損券ボックス
　１２３、１２４　偽券ボックス
　１４１　搬送装置
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　２０１　紙幣類取引装置
　２０２　カード挿入排出口
　２０３　通帳挿入排出口
　２０４　表示入力装置
　２０６　カードボックス
　２０７　通帳ボックス
　９０１　新券ボックス
　１７０１　カメラ
　１７０２　距離センサ
　１７０３　圧力センサ
　１８０１　不正券ボックス
　２１０１　サーバ
　２１０２　通信回線
　２２０１　クリーン機構

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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